
報告 8 

 

ハラスメント対策にかかる相談員の委嘱について 

 

会長 石田 祐 

 

日本 NPO 学会ハラスメント対策実施規程第 4 条に基づき、下記の通り、相談員を委嘱

する。なお、相談員は組織運営委員会に諮問した上で選任している。 

 

記 

 

１．相談員氏名（50 音順） 

岡田彩 会員 

粉川一郎 会員 

長谷川雅子 会員 

脇坂誠也 会員 

 

2．任期 

相談員委嘱の時から 1 年間。ただし、1 年経過後、委嘱者または被委嘱者から委嘱終了

に関する特段の申し出がなければ、任期を自動延長し、最大で2026年度定時総会（開催日

未定）終結の時までとする。 

 

3．報酬 

 なし 

 

（参考） 

 ハラスメント対策実施規程 

 https://janpora.org/information/revision/220310_12_011.pdf 

 

以 上 

https://janpora.org/information/revision/220310_12_011.pdf

